
No 区分

1 意識の向上 ・ 不正防止に対する組織による取組の ・ 監 　査　 室
不足。 〇 総務企画課

・ 関係職員（教員（研究者）、事務職員） 会 　計　 課
の業務（公的研究）に対して、理解が ・
必 ず し も十 分で は無 い面 があ る。

2 管理運営体制 ・ 公的研究費の執行に関するルールの ・ 監 　査　 室
認識が必ずしも明確でないことにより 〇 総務企画課
誤った手続を見逃してしまう可能性。 ・ 会 　計　 課

・ 教員（研究者）と事務職員の間で必ず
しも統一したルールを共有していない ・
ことにより、誤解により誤った執行をす
る恐れがある。

・ 競争的資金等については、通常の運 ・ 監 　査　 室
営・研究費と比較して、より計画に沿 ○ 総務企画課
った執行を要求されており、計画外の の重要性について、理解を深める。 会 　計　 課
執行については、特に厳しく制限を受 ・
けることの理解が不足（あるいは誤
解）している。

・ モニタリング体制が十分でないことに ・ 〇 監 　査　 室
よる誤った執行を見逃す恐れがある。

・

3 予算執行 ・ 予算執行が年度後半に偏ることは、 ・ 監 　査　 室
故意では無いにしろ、計画を逸脱した 総務企画課
執行をまねく恐れがある。 〇 会 　計　 課

4 物品購入・検収 ・ 納品した裏付となる受領の記録が十 ・ 監 　査　 室
分でないことから、不正取引の生じる 〇 会 　計　 課
恐れがある。 ・

・ 本機構は、経理規則第１５条に基づく
立替払を認めている。そこで、教員 ・
（研究者）が立替払により購入した物
品の検収をより厳正に実施できる体
制を構築する必要がある。

5 旅費 ・ 旅行命令に沿った旅行が実施されて ・ 監 　査　 室
いるかの検証は、より一層厳正に実 〇 会 　計　 課
施できるよう体制を再度認識し、必要
に応じ整備する。

・

6 謝金等 ・ 謝金等の発生に伴う適正な支給体制 ・ 監 　査　 室
が必ずしも万全とは言えず、悪意をも 行う。 〇 会 　計　 課
った行為に対しては見逃す恐れがあ ・
る。

・

7 通報窓口 ・ 機構内外の通報者による不正使用等 ・ 〇 総務企画課
の指摘について、適切な対応ができる
よう通報窓口について周知する必要
がある。

※

事務職員に対する説明会等を通じて、競争的資金等の制

費の管理・運営が円滑に行われるようにする。

公的研究費の執行に関するルール等について、体系的に
整備し、関係職員に対し、より効果的な周知・徹底を図る。
公的研究費の執行に関するルール等の理解・浸透度を把

関する機構内外からの相談への適切な対応を図る。
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を実施することにより、関係規則や各種ルールの周知・徹
底及びその共有を図る。
関係職員が、不正の要因把握やその防止策等について話
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　 なお、本公的研究費不正防止計画は、毎年度見直しを行うものとする。

　 本機構における公的研究費の不正使用を防止するために、公的研究費不正防止計画をここに策定し、公表する。

不正を発生させる要因 対応する不正防止計画　

度並びに、当該制度における各事務職員の役割及び連携

旅行命令、謝金の支出に係る業務依頼になっているか、

握するため、関係職員に対し、アンケートを実施する。
公的研究費の執行に関するルールや事務処理手続きに

し合う場を設けることにより、更なるコミュニケーションの強
化を図り、お互いの立場や意識を深く理解することで、研

研究費管理体制を強化し、使用ルールに則った購入依

事前確認を行う。

教員（研究者）に対して、定期的に予算の執行状況を通知

監査マニュアルを整備するとともに、内部監査等の指摘事
項を踏まえた不正防止計画の見直しを、年１回実施する。
業務監査を通じて、業務実態の把握、監査対象の拡大を
図る。

し、教員自らも研究費の適切な管理を行えるようにするこ
とにより、より計画的な執行をできる環境を整備する。

立替払を行った場合の立替払請求書の添付書類（現金払

旅行者からの提出書類の確認を、旅行後速やかに確実に

グラムの提出を、また、打合せ等の場合については、日
証拠書類として、学会等の参加による出張の場合はプロ

時、相手方、打合せ場所等の確認が可能な資料の提出を

会計課職員の検収に加え、物品を受領した部課等には、
納品書に受領確認のサインの記録を徹底させる。

業務内容に対する謝金単価が適正であるか、事前確認を

業務を依頼する教員（研究者）は、実施前に業務従事者か

の場合は領収書、口座振替の場合はその明細等）の検収
及び受領に関してより一層の徹底を図る。

教員（研究者）が立替払した場合の検収について、会計課
職員による検収を確実に行うように徹底する。

会計課職員は、振込依頼書が業務従事者本人の口座で
あることの確認を行う。

作業時間を自筆で記入させることを徹底させるとともに、
業務が確実に実施されたことの確認を行う。

行う。

求める。

関係職員（教員（研究者）、事務職員）に対して、説明会等

ら、業務内容、勤務条件について同意を得る。また、実施
に際しては、業務従事者に対し、出勤表の作業内容及び、

関係部署の〇印は、総括の課を示す。

利益とならぬよう特段の配慮をする。

機構内外からの公的研究費の不正等に関する通報を受け
たときは、迅速にかつ適切に処理する。なお、通報者の不


